
毎
週
火
・
金
曜
日
発
行
（
当
日
が
休
日
に
当
た
る
と
き
は
、
休
日
の
翌
日
）

目

次

規

則

○
福
島
県
行
政
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

一

規

則

福
島
県
行
政
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
三
十
年
三
月
二
十
三
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

福
島
県
規
則
第
十
七
号

福
島
県
行
政
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

福
島
県
行
政
組
織
規
則
（
平
成
十
五
年
福
島
県
規
則
第
二
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。第

七
条
第
七
項
中
「
第
一
項
」
の
下
に
「
及
び
第
四
項
」
を
加
え
、
同
項
の
表
原
子
力
安
全
対
策
課

の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

企
画
調
整
課

福
島
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
・
コ
ー
ス
ト
構
想
推
進
室

ス
ポ
ー
ツ
課

オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
・
パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク
推
進
室

第
十
条
の
表
財
務
総
室
の
項
第
十
五
号
中
「
県
税
の
犯
則
取
締
り
」
を
「
県
税
に
係
る
犯
則
事
件
の

調
査
及
び
処
分
」
に
改
め
る
。

第
十
一
条
の
表
企
画
調
整
総
室
の
項
中
第
八
号
を
削
り
、
第
九
号
を
第
八
号
と
し
、
第
十
号
を
第
九

「
（
福
島
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン

十
一

福
島
イ
ノ
ベ
ー
シ

号
と
し
、
第
十
一
号
を
第
十
号
と
し
、
「
（
復
興
・
総
合
計
画
課
）
」
を

除
く
。
）
。

（
復
興
・
総
合
計
画
課
）

・
コ
ー
ス
ト
構
想
推
進
室
）

ョ
ン
・
コ
ー
ス
ト
構
想
に
関
す
る
こ
と
（
他
課
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を

に
改
め
、
同
表
文
化
ス
ポ
ー

」

ツ
局
の
項
中
第
十
五
号
を
第
十
六
号
と
し
、
第
十
二
号
か
ら
第
十
四
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、

「
（
ス
ポ
ー
ツ
課
）

「
（
ス
ポ
ー
ツ
課
）

を

十
一

ス
ポ
ー
ツ
の
振
興
に
係
る
総
合
企
画
及
び
調
整
に
関
す
る
こ
と
。
」

十
二

ス
ポ
ー
ツ

に
改
め
、
第
十
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え

の
振
興
に
係
る
総
合
企
画
及
び
調
整
に
関
す
る
こ
と
。
」

る
。十

一

東
日
本
大
震
災
・
原
子
力
災
害
ア
ー
カ
イ
ブ
拠
点
施
設
に
関
す
る
こ
と
。

第
十
一
条
の
表
文
化
・
ス
ポ
ー
ツ
局
の
項
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

（
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
・
パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク
推
進
室
）

十
七

東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
・
パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク
関
連
事
業
の
推
進
に
関
す
る
こ
と
（
他
課
の
所
掌

に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
。

第
十
二
条
の
表
生
活
環
境
総
室
の
項
第
四
号
中
「
、
男
女
共
生
セ
ン
タ
ー
」
及
び
「
（
組
織
に
係
る

も
の
に
限
る
。
）
」
を
削
り
、
「
関
す
る
こ
と
」
の
下
に
「
（
組
織
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
」
を
加

「
（
旅
券
室
）

「
（
旅
券
室
）

え
、
同
項
中

を

二
十
二

海
外
渡
航
に
関
す
る
こ
と
。
」

二
十
三

海
外
渡
航
に
関
す
る
こ
と
。
」

「
（
国
際
課
）

に
改
め
、
第
二
十
一
号
を
第
二
十
二
号
と
し
、
第
二
十
号
を
第
二
十
一
号
と
し
、

十
九

国
際
化
施

「
（
国
際
課
）

を

策
の
企
画
及
び
調
整
に
関
す
る
こ
と
。
」

二
十

国
際
化
施
策
の
企
画
及
び
調
整
に
関
す
る
こ
と

に
改
め
、
第
十
八
号
を
第
十
九
号
と
し
、
第
十
七
号
を
第
十
八
号
と
し
、
第
十
六
号
を
第
十
七
号

。
」

「
（
生
活
交
通
課
）

「
（
生
活
交
通

と
し
、

を

十
五

生
活
交
通
体
系
に
係
る
総
合
企
画
及
び
調
整
に
関
す
る
こ
と
。
」

十
六

生
活

課
）

に
改
め
、
第
十
四
号
の
次
に
次
の
一
号
を

交
通
体
系
に
係
る
総
合
企
画
及
び
調
整
に
関
す
る
こ
と
。
」

加
え
る
。

十
五

男
女
共
生
セ
ン
タ
ー
に
関
す
る
こ
と
。

第
十
三
条
の
表
健
康
衛
生
総
室
の
項
第
十
六
号
中
「
及
び
へ
き
地
医
療
」
を
削
り
、
同
項
中
第
十
七

「
（
医
療
人
材
対
策
室
）

号
を
削
り
、
第
十
八
号
を
第
十
七
号
と
し
、

を

十
九

医
師
及
び
歯
科
医
師
に
関
す
る
こ
と
。
」

「
（
医
療
人
材
対
策
室
）

に
改
め
、
第
十
八
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

十
八

医
師
及
び
歯
科
医
師
に
関
す
る
こ
と
。
」

十
九

へ
き
地
医
療
及
び
自
治
医
科
大
学
に
関
す
る
こ
と
。

第
十
五
条
の
表
農
林
水
産
総
室
の
項
第
三
号
中
「
水
産
試
験
場
、
水
産
種
苗
研
究
所
」
を
「
水
産
海

洋
研
究
セ
ン
タ
ー
、
水
産
資
源
研
究
所
」
に
改
め
、
同
表
農
業
支
援
総
室
の
項
第
十
八
号
中
「
農
村
地
───────────────────────────────────────────────────────────
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域
工
業
等
導
入
促
進
法
」
を
「
農
村
地
域
へ
の
産
業
の
導
入
の
促
進
等
に
関
す
る
法
律
」
に
改
め
る
。

第
十
八
条
第
一
項
第
六
号
の
表
水
産
試
験
場
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

沖
合
域
の
水
産
業
の
振
興
及
び
原
子
力
災
害
か
ら
の
水
産
業
の
復
興

水
産
海
洋
研
究
セ
ン
タ
ー

に
関
す
る
試
験
研
究
を
行
わ
せ
る
た
め

沿
岸
域
の
水
産
業
の
振
興
に
関
す
る
試
験
研
究
並
び
に
水
産
種
苗
の

水
産
資
源
研
究
所

生
産
及
び
供
給
を
行
わ
せ
る
た
め

第
二
十
二
条
の
表
企
画
調
整
部
に
附
置
す
る
避
難
地
域
復
興
局
の
部
復
興
住
宅
担
当
課
長
の
項
を
削

る
。第

二
十
二
条
の
四
の
見
出
し
を
「
（
福
島
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
・
コ
ー
ス
ト
構
想
推
進
監
）
」
に
改
め
、

同
条
中
「
国
際
研
究
産
業
都
市
推
進
監
」
を
「
福
島
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
・
コ
ー
ス
ト
構
想
推
進
監
」
に
、

「
福
島
・
国
際
研
究
産
業
都
市
構
想
」
を
「
福
島
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
・
コ
ー
ス
ト
構
想
」
に
改
め
る
。

第
二
十
二
条
の
七
中
「
六
次
化
」
の
下
に
「
並
び
に
県
産
農
林
水
産
物
の
競
争
力
の
強
化
及
び
販
路

拡
大
に
よ
る
食
産
業
の
振
興
」
を
加
え
る
。

第
二
十
三
条
及
び
第
二
十
三
条
の
二
を
削
り
、
第
二
十
三
条
の
三
を
第
二
十
三
条
と
す
る
。

第
二
十
三
条
の
四
を
削
る
。

第
二
十
七
条
の
表
出
先
機
関
の
出
張
所
等
の
部
支
場
の
項
を
削
る
。

別
表
第
一
の
一
の
表
福
島
県
県
北
地
方
振
興
局
の
項
か
ら
福
島
県
い
わ
き
地
方
振
興
局
の
項
ま
で
の

分
掌
事
務
の
欄
第
十
九
号
中
「
県
税
の
犯
則
取
締
り
」
を
「
県
税
に
係
る
犯
則
事
件
の
調
査
及
び
処
分
」

に
改
め
る
。

別
表
第
一
の
五
の
表
福
島
県
県
北
保
健
所
の
項
所
管
区
域
の
欄
中
「
福
島
市
」
の
下
に
「
（
下
欄
の

分
掌
事
務
の
う
ち
第
四
号
に
定
め
る
水
道
に
関
す
る
事
務
（
水
道
法
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
百
七
十

七
号
）
第
四
十
八
条
の
二
の
規
定
に
よ
る
保
健
所
を
設
置
す
る
市
の
事
務
（
以
下
こ
の
表
に
お
い
て
「
保

健
所
設
置
市
の
事
務
」
と
い
う
。
）
を
除
く
。
）
に
限
る
。
）
」
を
加
え
、
同
表
福
島
県
県
中
保
健
所
の

項
所
管
区
域
の
欄
中
「
水
道
法
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
百
七
十
七
号
）
第
四
十
八
条
の
二
の
規
定
に
よ

る
保
健
所
を
設
置
す
る
市
の
事
務
（
以
下
こ
の
表
に
お
い
て
「
保
健
所
設
置
市
の
事
務
」
と
い
う
。
）
」

を
「
保
健
所
設
置
市
の
事
務
」
に
改
め
、
同
表
福
島
県
食
肉
衛
生
検
査
所
の
項
所
管
区
域
の
欄
中
「
郡

山
市
」
を
「
福
島
市
、
郡
山
市
」
に
改
め
、
同
表
福
島
県
動
物
愛
護
セ
ン
タ
ー
の
項
所
管
区
域
の
欄
中

「
福
島
市

白
河
市
」
を
「
白
河
市
」
に
改
め
る
。

別
表
第
一
の
七
の
表
福
島
県
水
産
試
験
場
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

福
島
県

い
わ

事
務
部

一

漁
場
環
境
及
び
磯

水
産
海

き
市

海
洋
漁

根
資
源
に
係
る
試
験

洋
研
究

業
部

研
究
及
び
調
査
に
関

セ
ン
タ
ー

漁
場
環

す
る
こ
と
。

境
部

二

漁
況
及
び
海
況
に

放
射
能

係
る
試
験
研
究
及
び

研
究
部

調
査
に
関
す
る
こ
と
。

三

水
産
技
術
の
指
導

に
関
す
る
こ
と
。

四

調
査
指
導
船
の
運

営
管
理
に
関
す
る
こ

と
。

五

漁
業
用
無
線
局
の

運
営
管
理
及
び
指
導

に
関
す
る
こ
と
。

六

放
射
性
物
質
に
係

る
試
験
研
究
及
び
調

査
に
関
す
る
こ
と
。

七

先
端
技
術
に
係
る

試
験
研
究
及
び
調
査

に
関
す
る
こ
と
。

八

試
験
研
究
の
企
画
、

調
整
及
び
進
行
管
理

に
関
す
る
こ
と
。

福
島
県

相
馬

事
務
部

一

水
産
資
源
に
係
る

水
産
資

市

種
苗
研

試
験
研
究
及
び
調
査

源
研
究

究
部

に
関
す
る
こ
と
。

所

資
源
増

二

栽
培
漁
業
に
つ
い

殖
部

て
の
生
態
系
に
係
る

試
験
研
究
及
び
調
査

に
関
す
る
こ
と
。

三

水
産
種
苗
の
放
流

技
術
に
係
る
試
験
研

究
及
び
調
査
に
関
す

る
こ
と
。

四

増
養
殖
に
係
る
試

験
研
究
及
び
調
査
に

関
す
る
こ
と
。

五

水
産
技
術
の
指
導

に
関
す
る
こ
と
。

六

水
産
種
苗
の
生
産

技
術
開
発
に
係
る
試

験
研
究
及
び
調
査
に

関
す
る
こ
と
。

───────────────────────────────────────────────────────────
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七

水
産
種
苗
の
生
産
、

供
給
及
び
防
疫
に
関

す
る
こ
と
。

八

調
査
指
導
船
の
運

営
管
理
に
関
す
る
こ

と
。

「
五

水
産
用
排
水
の
水

「
五

水

質
管
理
に
係
る
研
究

技
術

及
び
調
査
に
関
す
る

験
研

こ
と
。

別
表
第
一
の
七
の
表
福
島
県
内
水
面
水
産
試
験
場
の
項
中

を

関
す

六

水
産
種
苗
の
生
産

六

放

技
術
開
発
に
係
る
試

る
試

験
研
究
に
関
す
る
こ

査
に

と
。

」

産
種
苗
の
生
産

開
発
に
係
る
試

究
及
び
調
査
に

る
こ
と
。

に
改
め
る
。

射
性
物
質
に
係

験
研
究
及
び
調

関
す
る
こ
と
。
」

別
表
第
三
の
二
の
表
福
島
県
個
人
情
報
保
護
審
査
会
の
項
中
「
、
第
二
十
七
条
第
二
項
の
規
定
に
よ

る
指
針
の
作
成
に
係
る
審
議
、
第
二
十
八
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
公
表
に
係
る
審
議
」
を
削
り
、
同

表
福
島
県
国
民
健
康
保
険
運
営
協
議
会
の
項
中
「
持
続
可
能
な
医
療
保
険
制
度
を
構
築
す
る
た
め
の
国

民
健
康
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
七
年
法
律
第
三
十
一
号
。
以
下
「
平
成
二
十

七
年
改
正
法
」
と
い
う
。
）
附
則
第
七
条
の
規
定
に
よ
り
そ
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
平
成
二

十
七
年
改
正
法
第
四
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
国
民
健
康
保
険
法
（
以
下
「
新
国
民
健
康
保
険
法
」

と
い
う
。
）
第
八
十
二
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
国
民
健
康
保
険
事
業
の
運
営
に
関
す
る
方
針
の
作

成
に
関
す
る
こ
と
、
平
成
二
十
七
年
改
正
法
附
則
第
九
条
の
規
定
に
基
づ
く
新
国
民
健
康
保
険
法
」
を

「
国
民
健
康
保
険
法
（
昭
和
三
十
三
年
法
律
第
百
九
十
二
号
）
」
に
改
め
、
「
徴
収
に
関
す
る
こ
と
」

の
下
に
「
、
第
八
十
二
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
国
民
健
康
保
険
事
業
の
運
営
に
関
す
る
方
針
の
作

成
に
関
す
る
こ
と
」
を
加
え
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
三
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
十
五
条
の
表
農
林
水
産
総
室

の
項
第
三
号
の
改
正
規
定
、
第
十
八
条
第
一
項
第
六
号
の
表
の
改
正
規
定
、
第
二
十
七
条
の
表
の
改
正

規
定
及
び
別
表
第
一
の
七
の
表
の
改
正
規
定
は
、
同
年
六
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
行
政
経
営
課
）


